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理念・基本方針

岐阜県立下呂温泉病院の理念・基本方針

〇理念

地域の中核病院、「へき地医療の拠点病院」として“生活の

場の医療”を県立病院の立場から創設し、地域住民及び県民か

ら信頼され、必要とされる病院づくりを目指します。

〇基本方針

１ 病める人の権利を擁護し適正な医療を行います。

２ より質の高い医療の提供に努めます。

３ 患者・住民サービスの向上に努めます。

４ へき地医療の拠点病院として地域医療の充実を図ります。

５ 地域の医療機関との連携・協力体制の充実を図ります。

６ 健全な経営に努めます。
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第１ 総論

１ 策定の趣旨

公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療確保のための

重要な役割を担っており、新型コロナウイルス感染症への対応においても、その重

要性が改めて認識されたところです。

その一方、医師・看護師をはじめとした人材不足等による公立病院の厳しい経営

状況が続く中、医療を取り巻く環境は大変厳しく、急速な少子高齢化等による医療・

介護需要のさらなる増加と生産年齢人口の減少が今後も続くことが見込まれ、県民

が将来にわたって持続的に適切な医療・介護を受けられるようにするためには、限

りある地域の資源を効率的かつ効果的に活用していく必要があります。

当院は、“生活の場の医療”を県立病院の立場から創設し、地域住民及び県民か

ら信頼され、必要とされる病院づくりを目指すという理念のもと、地域の中核病院

及びへき地医療の拠点病院としての役割を担うため、これまでも地方独立行政法人

として、第３期中期計画（令和２年度から令和６年度まで）に基づき、毎年度年度

計画を策定して病院運営を行ってきたところです。

今般、令和４年３月に総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するため

の公立病院経営強化ガイドライン」（令和４年３月 24日付け総財第 72 号総務省自

治財政局長通知。以下「ガイドライン」という。）が示されました。

ガイドラインでは、個々の公立病院の経営が持続可能となり、明確化・最適化し

た役割・機能を発揮し続けることが可能となるよう、経営強化の取組みを進めてい

くことが必要とされています。

「地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 経営強化プラン」（以下「経営強化

プラン」という。）は、このガイドラインを踏まえ、病院事業の経営強化に総合的

に取り組むために策定するものです。

２ 計画期間

経営強化プランの期間は、令和６年度から令和９年度までの４年間とします。

３ 病院の概要

（１）当院の状況

（令和５年１０月１日現在）

名 称 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

所 在 地 岐阜県下呂市森２２１１

設 立 年 月 日 平成 22 年４月１日

沿 革 昭和 28 年７月１日 岐阜県立下呂病院 開設

昭和 35 年５月４日 岐阜県立下呂温泉病院へ名称変更

平成 26 年５月１日 下呂市森へ新築移転
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標 榜 診 療 科 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌内科、腎臓

内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、胸部外科、心臓血

管外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔

科、歯科口腔外科、病理診断科、臨床検査科、救急科

許 可 病 床 数 一般病床：168 床 療養病床：38 床

看 護 体 制 急性期一般病棟（７対１、10対１）

地域包括ケア病棟（13対１）

回復期リハビリテーション病棟（13対１）

療養病棟（20対１）

職 員 数

職 種 常 勤 非 常 勤 計

医師 24 名 ※ 8名 32 名

看護師ほか 176 名 49 名 225 名

コメディカル 62 名 14 名 76 名

事務ほか 26 名 46 名 72 名

計 288 名 117 名 405 名

※ 医師１名を除きフルタイム非常勤

主な役割及び機能 ○ へき地中核病院 ○ へき地医療拠点病院

○ 救急告示病院 ○ 病院群輪番制病院

○ 臨床研修指定病院

重 点 医 療 岐阜県地域医療構想に基づき、岐阜県の中山間地域におけるへ

き地中核病院として、「生活の場の医療（※）」を提供するとと

もに、産科、小児科、救急医療等政策的な医療提供体制の維持・

推進を図る。

※生活の場の医療：この地でしか医療が受けられない人のための

医療や、生活している場所でしか受けられない医療

年間延べ患者数

（令和４年度）

入院延べ患者数：41,561 名

外来延べ患者数：62,482 名

（２）飛騨圏域の病院の状況

飛騨圏域は、県全体の面積の約 40％を占める広

大な圏域ですが、200 床を超える病院は、高山赤

十字病院（394 床）、久美愛厚生病院（300 床）、

県立下呂温泉病院（206 床）の３病院のみです。

それに加え、中核病院として、公立病院である飛

騨市民病院及び下呂市立金山病院が各地域の医療

を支えています。

広い地域を抱える一方、人口は約 14 万人（令

和３年 10月１日現在）と県下で最も少ない圏域で

あることから、多くのへき地が存在していますが、
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22 カ所のへき地診療所が地域の医療を担っています。

（３）飛騨圏域の人口の状況

当院が位置する飛騨圏域は、高山市、下呂市、飛騨市、白川村で構成されており、

人口は、令和３年（2021 年）時点で飛騨圏域では約 14万人、下呂市では約３万人

で、すでにピークを過ぎており、今後も減少する見込みです。（図表１）

下呂市における高齢化率は、令和３年（2021 年）時点で 40％を超えており、全

国、岐阜県及び飛騨圏域と比較して高い割合となっております。（図表２）

また、下呂市の人口推計では、75 歳以上の人口は令和７年（2025 年）がピーク

となり、以降も高齢化が進む見込みです。

図表１ 飛騨圏域の人口推計 （単位：人）

2021 年

（R3）

2025 年

（R7）

2030 年

（R12）

2035 年

（R17）

2040 年

（R22）

飛騨圏域 138,804 131,739 122,731 113,709 104,719

下呂市 30,511 28,440 25,828 23,303 20,834

高山市 84,471 81,090 76,672 72,107 67,419

飛騨市 22,326 20,754 18,857 16,996 15,225

白川村 1,496 1,455 1,374 1,303 1,241

※国立社会保障・人口問題研究所：男女･年齢(5歳)階級別データ『日本の地域別将来

推計人口』から（各年 10 月 1 日時点の推計人口）

図表２ 令和３年（2021 年）10 月 1日時点における年齢構成別人口 （単位：人、％）

総人口 0～14歳 割合
15歳

～64歳
割合 65歳以上 割合

75歳以上

（再掲）
割合

全国 125,502,000 14,784,000 11.8 74,504,000 59.4 36,214,000 28.9 18,974,000 15.1

岐阜県 1,957,952 241,948 12.4 1,114,548 56.9 601,456 30.7 322,123 16.5

飛騨圏域 138,804 16,230 11.7 72,102 51.9 50,472 36.4 28,801 20.7

下呂市 30,511 3,143 10.3 14,704 48.2 12,664 41.5 7,515 24.6

※国立社会保障・人口問題研究所：男女･年齢(5歳)階級別データ『日本の地域別将来

推計人口』から

図表３ 下呂市の人口推計 （単位：人）

年齢階層
2021 年

（R3）

2025 年

（R7)

2030 年

（R12）

2035 年

（R17)

2040 年

（R22）

0～14 歳 3,143 2,684 2,279 1,937 1,666

15～64 歳 14,704 13,360 11,591 10,047 8,417

65 歳以上 12,664 12,396 11,958 11,319 10,751

75 歳以上（再掲） 7,515 7,944 7,928 7,579 7,211

計 30,511 28,440 25,828 23,303 20,834

高齢化率 41.5％ 43.6％ 46.3％ 48.6％ 51.6％
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※国立社会保障・人口問題研究所：男女･年齢(5歳)階級別データ『日本の地域別将来

推計人口』から

（４）地域医療構想への対応

岐阜県地域医療構想（平成 28年（2016 年）７月策定）では、令和７年（2025 年）

における飛騨医療圏の病床の必要量の推計結果を 1,006 床と算定しており、令和３

年（2021 年）７月時点の病床機能報告数 1,300 との比較では、急性期・慢性期病

床が過剰、高度急性期・回復期が不足する結果となっています。

一方、在宅医療等患者数については、平成 28 年（2016 年）７月時点での 1,600

人から、令和７年（2025 年）には 308 人増加すると推計されており、地域包括ケ

アシステムの構築も見据え、急性期を経過した患者の在宅復帰に向けた医療・リハ

ビリテーションの提供や、在宅医療提供体制の不足する当圏域での受け皿として療

養病床への機能転換についても検討が必要です。

病床の機能区分

高度急性期

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い

医療を提供する機能

（救命救急、ICU、（集中治療室）の他、重傷者に対する診療）

急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期
急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーショ

ンを提供する機能

慢性期
長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

（長期入院が必要な重度の障がい者や難病患者等）

図表４ 飛騨医療圏（高山市、下呂市、飛騨市、白川村）令和３年（2021 年）度病床

機能報告と令和７年（2025 年）必要病床数（床）

合計：1,300

合計：1,006
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第２ 経営強化プランにおける取組み

１ 役割・機能の最適化と連携の強化

（１）地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能

当院は、岐阜県地域医療構想に基づき、岐阜県の中山間地域におけるへき地中核

病院として“生活の場の医療”を提供するとともに、産科、小児科、救急医療等政

策的な医療提供体制の維持・推進を担っており、引き続き、県立病院として対応が

必要であると考えます。ただし、政策医療の提供には多大な費用が必要となり、当

院も相応の公的負担のもと運営していますが、経常収支の黒字化には至っていない

のが現状です。

また、当院の地域別新入院・外来患者数は、令和４年度実績では、約 88％が下呂

市の患者であり、近隣の市町村の患者を含めるとその割合は 95％以上で、引き続き

当該地域に根差した医療の提供が求められます。

このような状況等を踏まえた当院の取り組むべき重要課題は、次のとおりと考え

ます。

① 医療に携わる人材の確保と育成

全国に比較して急激に人口減少が進む中で、医療分野における人材不足が深刻な

問題となっています。医師はもとより、看護師等の医療従事者の確保に努めるとと

もに、地域医療に根差した人材育成に取り組むことで、限りある地域の資源の効率

的かつ効果的な活用を図ります。特に、臨床研修指定・協力病院として、地域医療

を志す医師の養成と更なる定着化を推進します。

② 地域包括ケアシステムの構築

地域の中核病院として“生活の場の医療”を提供するため、地域に必要不可欠な

救急医療等政策的な医療の提供を継続するとともに、医療・保健から介護・福祉へ

と連携を強化することで、切れ目のないサービスを提供します。

また、来る 2025 年問題等に対応可能な診療体制を構築することで、飛騨圏域を

はじめとする岐阜県の医療水準の向上を図り、もって県民の健康の確保及び増進に

寄与します。

③ 経営改善に取り組む姿勢の醸成

当院を取り巻く状況について職員一人一人が理解し、経営改善に向けた取組みに

対して積極的に参画する風土を醸成することで、病院経営の安定化を目指し、安心・

① 医療に携わる人材の確保と育成
② 地域包括ケアシステムの構築
③ 経営改善に取り組む姿勢の醸成
④ 適切な病床機能の検討
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安全な医療の提供を図ります。

④ 適切な病床機能の検討

病床数については、地域需要等を考慮し、既に 325 床→255 床（平成 24 年４月

～）→206 床（平成 26 年５月～）と段階的な見直しを図ってきており、さらに令

和５年８月１日からは地域包括ケア病棟の一部を療養病床へと変更しました。

今後も、人口減少や少子高齢化等が著しい下呂地域における医療需要に応えるこ

とが可能となるような適切な病床機能の在り方について、ダウンサイジングも含め

て様々な角度から検討し、病床利用率の改善及び病院経営の安定化を目指します。

図表５ 機能別の病床数 （単位：床）

また、当院を取り巻く環境を踏まえ、職員全体の共通認識となる当面の取組みの

柱を、具体的に次のとおり設定しました。

地域における病院の取組み 病院における職員の取組み

３つの“ち”

➢“生活の場の医療”の提供を念頭に、当院が地域住民から頼りにされ、地域に無

くてはならない存在となり、医師をはじめとする多職種のメディカルスタッフが

目的と情報を共有して互いに連携しながら医療を提供し、地域の患者は当院で治

療に臨むということを、病院職員が一丸となって対応することで、住民が住み慣

れた地域において必要とされるサービスの提供を目指します。

３つの“Ｃ”

➢職員間のみならず、職員と患者の間のコミュニケーションを積極的に図り、異な

時点
高度

急性期
急性期 回復期 慢性期 合計

令和５年（４月１日時点） 0 76 130 0 206

令和７年（地域医療構想） 0 76 92 38 206

令和９年（プラン最終年度） 0 76 92 38 206

３つの“ち”

① 地域密着医療

② チーム医療

③ 地産地消（地病地療）

３つの“Ｃ”

① Communication

② Consultation

③ Cost
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る専門性を持つ複数の職員が患者の状況等について検討し、より良い治療の在り

方について相談し合い、職員一人一人がコスト意識を持って業務に取り組んでい

きます。

（２）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

地域包括ケアシステムとは、高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地

域で、できる限り自立した生活ができるよう、住まい・医療・介護・介護予防・生

活支援を一体的に提供していく仕組みです。当院は、この地域で提供可能な急性期

医療を推進するとともに、以下の取組みにより在宅復帰支援等の充実強化を図りま

す。

① 地域の介護･福祉機関との連携強化による地域包括ケアシステムへの貢献

地域の介護・福祉機関との連携を強化し、介護・福祉機関への患者情報の積極

的な提供や、入院後１週間以内に行われるカンファレンスや退院前に行われるカ

ンファレンスの取組みの強化等により、医療・保健から介護・福祉へと切れ目の

ないサービスを提供します。また、終末期医療体制の充実と介護老人保健施設等

との連携による看取りの推進を図ります。

さらに、認定看護師など専門性の高い能力を活用して、在宅療養支援の充実を

図ります。

② 疾病予防の推進

当院の総合健診センターの人的体制及び設備の充実を図りつつ、次のような取

組みを行います。

・下呂市及び岐阜県などと連携し、がん検診の精度管理の向上を図りつつ、

下呂市健診・検診の更なる拡大

・幅広い受診者ニーズに的確に対応できるよう健診コース等の更なる充実

・生活習慣病の発症予防と重症化予防

・健診受診後の特定保健指導等での働きかけや精密検査の受診勧奨などのき

め細かい事後対応

・認知症の早期診断方法の普及を図るとともに、地域と連携し、リハビリテー

ションを組み合わせた認知症予防策の推進

③ 療養病床の活用

下呂地域は、特に少子高齢化が著しく、今後も進む傾向にあることを踏まえ、

当院の稼働率が低い病床の有効活用等を目的として、令和５年８月１日から地域

包括ケア病棟の一部を療養病棟に変更しました。来る 2025 年問題等に対応可能

な診療体制を構築して、飛騨圏域をはじめとする岐阜県の医療水準の向上を図り、

もって県民の健康の確保及び増進に寄与するとともに収益の確保を図ります。

（３）機能分化・連携強化

飛騨圏域は、広大な面積を有する一方、医療機関数が少ないことから、都市部の
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ように各医療機関ごとに機能を特化し、機能の分化・連携を強化する医療提供体制

の構築は困難です。

そのため、当院においては、急性期から回復期あるいは慢性期に至るまで必要な

医療提供が可能な体制を構築するとともに、限られた医療資源を地域全体で活用し、

切れ目のない医療及び効果的・効率的な質の高い医療を提供していくため、以下の

取組みを行います。

① 近隣の医療機関との連携強化による紹介率・逆紹介率の維持・向上

高度急性期については、飛騨圏域の医療機関と連携を強化し、効率的で質の高

い医療体制を確保します。

下呂市立金山病院をはじめとする近隣の医療機関との連携については、紹介率、

逆紹介率の維持・向上を図るとともに、地域の医療機関による医療機器の共同利

用や開放型病床の利用拡大に努めるなど、病病・病診連携を推進します。

また、下呂市医師会の会員として引き続き協力体制を維持するほか、下呂市の

医療関係課長会議に参加し、意見交換を行うなど連携を図ります。

さらに、下呂市消防本部との情報交換会、ぎふ救急ネットの活用等により地域

の救急医療の充実強化を図ります。

② へき地医療の拠点的機能の充実

下呂温泉病院勤務医師、岐阜大学地域医療医学センター医師等が地域の教育研

究を実践する場として設置している地域医療研究研修センターの充実及び飛騨

及び中濃地域のへき地診療所や医師不足地域の医療機関等への医療支援を行い

ます。加えて、ドクターヘリの活用等により、高度医療機関との連携強化を図り

ます。

（４）医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

① 医療機能に係るもの

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

救急搬送受入件数（件） 967 1,060

救急からの入院件数（件） 667 670

手術件数（件） 430 440

リハビリ件数（人） 26,754 29,000

② 医療の質に係るもの

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

患者満足度

（入院）（％）
「総合的に満足」：78％

「総合的に満足」：85％

以上

患者満足度

（外来）（％）
「満足」:44％ 「満足」:50％以上

在宅復帰率 76.9 85.0
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（地域包括全体）（％）

③ 連携の強化等に係るもの

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

紹介率（％） 35.2 39.0

逆紹介率（％） 40.2 45.0

臨床研修医の受入人数（人） 10 10

医療福祉相談件数（件） 5,243 5,800

医療機器の共同利用件数（件） 148 170

開放型病床の利用件数（件） 45 50

④ その他

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

健診センター受診者数（人） 7,232 7,300

認定看護師数（人） 6 8
摂食嚥下認定看護師：１名

認知症認定看護師：１名

特定看護師数（人） 1 2

臨床研修医の採用人数（人） 2 2

（５）一般会計負担の考え方

公立病院を含む地方公営企業は、原則として独立採算が求められています。

一方で、病院事業は、必要な費用を料金として独自に設定することができず、診

療報酬制度に基づいて得られる収益により費用を賄わなければなりません。このよ

うな中、公立病院として、救急医療やへき地医療など診療報酬制度で得られる収益

では採算が取れない医療についても取り組まなければなりません。

そのため、地方独立行政法人法第８５条第１項に基づき、病院事業において負担

することが適当でない経費や病院事業収益をもって充てることが客観的に困難で

あると認められる経費については、一定の負担基準に基づいて設立団体が負担する

ものとされています。

引き続き、基準等に基づき適切な負担を求めて安定経営を図ります。

（６）住民の理解のための取組み

病院運営の透明性の確保を図り、地域住民から信頼が得られる病院とするため、

病院運営に対する意見提言等の機関として外部有識者を構成員とする「岐阜県立下

呂温泉病院運営協議会」を設置しています。また、院内には「ご意見箱」を設置し、

利用者の意見・要望を聞いております。今後も引き続き地域住民や利用者の声を丁

寧にすくい上げ、病院運営に活かします。

その他、ホームページ等を活用して積極的に病院運営等について情報発信を行い

ます。
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２ 医師・看護師等の確保と働き方改革

良質な医療を提供するため又は運営基盤を安定させるためには、大前提として人材

の確保が必要不可欠です。また、当院が就職先としてあるいは住民から信頼され、選

ばれる病院となるためには、職種を超えた院内の協力体制を強固にすることが必要不

可欠です。

今後も、当院が持続可能な医療提供体制の構築、質の高い医療の提供及び新興感染

症感染拡大時等の対応において、地域における公立病院としての役割・機能を果たし

ていくためには、人材確保の取組みを継続して実施することが重要です。全国的に人

材確保が困難な中、以下について重点的に取り組み、人材確保に努めます。

（１）医師・看護師等の確保

より質の高い医療を安定的に提供するため、医師、看護師、薬剤師等医療従事者

の確保、定着を図ります。

① 医師の確保・定着化の取組みとして、次の事項を実施します。

ア 地域医療研究研修センターにおいて、地域医療を志す医師の養成

イ 定年を迎えた医師のうち、質の高い医療の提供に寄与すると認められる者

の再雇用

ウ 医師募集エージェントへの登録

エ 医療ニーズに柔軟かつ迅速に対応できる非常勤医師の活用

オ 医師の業務負担の軽減を図るため、医師事務作業補助者の充実

カ 地元出身者や地元関係者への働きかけ

② 看護師の負担軽減及び人材確保の取組みとして、次の事項を実施します。

ア パートナーシップ・ナーシング・システム（ＰＮＳ）の定着及び看護補助

者の適正配置など支援体制の充実

イ 看護体制維持に必要な看護師数の確保を図るため、ワーク・ライフ・バラ

ンス（ＷＬＢ）の推進

ウ 再就職支援者研修及び学校訪問

エ 看護学生の病院実習の受入体制の充実

③ 薬剤師等医療従事者確保の取組みとして、次の事項を実施します。

ア 薬学部のある大学教員や薬学生との交流や行事等への参加の推進

イ 地元出身者及び地元関係者への働きかけ

ウ 病院ホームページや地域情報誌等を通じた情報発信

エ 薬剤業務補助者の活用による薬剤師の負担軽減及び病棟業務やチーム医

療への業務展開の維持・推進

④ 職員の離職防止（育児・介護との両立支援）及び復職支援体制の充実の取組

みとして、次の事項を実施します。

ア 地域型保育事業所による育児中の職員の支援

イ 正規・非正規雇用労働者賃金の格差是正
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（２）臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保

① 臨床研修医の養成及び県内定着化の促進

岐阜大学医学部附属病院、岐阜県総合医療センター、その他の県内臨床研修病

院等と連携し、当院の特徴を生かした臨床研修プログラムにより、臨床研修医の

資質向上を図ります。

また、初期臨床研修期間終了後、引き続き当院での勤務が継続できるよう、定

着化を図ります。

さらに、他の臨床研修病院からの臨床研修医を積極的に受け入れ、地域医療を

目指す医師の養成に努めます。

② 専攻医の育成等

専門研修プログラムの連携施設として基幹施設からの専攻医の受入れを積極

的に行い、専門医研修に協力します。

（３）働き方改革への対応

医師の長時間労働を解消し健康を維持することは、医師本人はもとより病院にと

っても医療の質及び安全の確保につながることから、適切な労務管理を行うことは

重要です。

令和６年（2024）年４月から始まる医師の働き方改革の実現に向けて、医師の時

間外・休日労働時間については年間 960 時間以下を原則とし、ＩＣカードの導入に

よる入退庁時間の管理や宿日直許可の取得による外部からの派遣医師の確保等によ

り、医師の業務負担軽減や労働時間短縮を図り、将来にわたって良質な医療を持続

的に提供できる体制の確立を目指します。

また、医師事務作業補助者の充実や特定行為看護師の育成及び活用に努める等、

タスク・シフティングの推進に向けた取組みを実施し、医師の負担軽減を図るだけ

でなく、職種を超えた的確な医療の提供を目指すチーム医療の推進を図ります。

そのほか、医師以外の職員においても、時間外勤務の事前命令・事後確認の徹底、

電子カルテ等によるアクセスログ管理に加え、タイムカード導入による時間外勤務

の適正化、事務分掌の適正化、休暇を取得しやすい環境整備等に努めます。

（４）職員の勤務環境の向上

特別休暇の取得条件緩和や、院内保育所を活用し、育児・介護との両立支援や離

職防止・復職支援体制を充実させます。

また、ストレスチェックを実施するとともに、ハラスメント研修を実施して風通

しの良い環境づくりを行います。

３ 経営形態の見直し

岐阜県立下呂温泉病院は、平成 22 年４月１日に地方独立行政法人となりました。

設立から平成 26 年度までの第１期中期目標期間中においては、理事長の強いリー

ダーシップの下、通常診療を継続しつつ、職員一丸となって病院の新築移転（平成
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26 年５月１日）に取り組み、入院・外来患者に対し医療サービスの向上（外来のワ

ンフロア化、全室個室化、免震構造、屋上ヘリポートの整備など）を図ることができ

ました。また、平成 26 年９月から新たに「地域包括ケア病棟」を新設し、在宅復帰

支援体制の充実を図るとともに、適正な運用等により入院収益の向上に努めました。

平成 27 年度から令和元年度までの第２期中期目標期間においては、より質の高い

医療サービスを提供するため、エージェントを通じた医師の採用等フレキシブルな採

用の取組みや多様な契約手法の導入等、地方独立行政法人制度の特徴を生かした病院

経営に努めました。

令和２年度から令和６年度までの第３期中期目標期間においては、少子高齢化や

2025 年問題等の医療制度や社会経済情勢の変化に迅速に対応するとともに、第２期

中期目標期間の経営面・運営面における実績等を踏まえ、さらなる自主性・効率性・

透明性の高い病院運営に努め、飛騨圏域南部の中核病院として、政策医療を担う等重

要な役割を果たすとともに、地域医療構想を踏まえた医療の提供や地域の医療機関と

の連携により、地域全体の医療水準の向上を図り、もって県民の健康の確保及び増進

への寄与に取り組んでいます。

４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組み

今般の新型コロナウイルス感染症における対応では、当院は重点医療機関として、

比較的軽度な症状の患者を受け入れるために最大６２床の病床を確保しました。一方

で、役割等の最適化、近隣機関との連携の強化、医師及び看護師等の人材確保の重要

性及び必要性が、改めて浮き彫りとなりました。今後も下呂地域における公立病院と

して、新興感染症の感染拡大時に備え、平時からの取組みが一層重要であると考え、

引き続き次の取組みを行います。

（１）平時における院内感染防止対策の充実

感染対策チーム（ＩＣＴ）及び抗菌薬適正使用支援チーム（ＡＳＴ）の活動を充

実させ、医療関連感染と職業感染の低減を図るため、平時から次の取組みを実施し

ます。

・職員への啓発と体制整備による手指衛生行動の向上

・職員教育と対策実施状況の点検による標準予防策と感染経路別予防策の強化

・アウトブレイクや重大な院内感染事例が発生した場合における状況把握、疫

学調査による対応、感染拡大・再発防止策の実施及び県民への適正な情報提供

（２）新興感染症発生時における受入れ体制の整備

当院は、新型インフルエンザ感染症拡大時には指定地方公共機関として、新型コ

ロナウイルス感染症拡大時には重点医療機関として、それぞれ対策に努めました。

その経験を活かし、今後の新興感染症発生時における体制の整備を適切に実施し

ます。

また、業務継続計画の定期的な見直し等により受入体制の充実を図るとともに、

必要な物資及び資材の備蓄・整備・点検並びに施設及び設備の整備・点検を実施し
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ます。

（３）業務継続計画等に基づく職員への教育及び訓練の実施

新興感染症発生時において速やかに対処できるよう職員への教育・訓練等を実施

し、計画の検証を行います。

５ 施設・設備の最適化

（１）施設・設備の適正管理と整備費の抑制

下呂温泉病院が現在地へ新築移転して９年が経過しましたが、建物内設備の故障

等が目立つようになっています。今後の当院の機能を考慮したうえで、設備等の整

備方針を早急に検討し、長期的な視点をもって計画的な修繕計画の策定を検討しま

す。

また、この地域で提供可能な急性期をはじめとする医療を推進するため、医療機

器の更新及び整備計画を策定し、計画的な更新・整備を進めます。医療機器の整備

及び更新に当たっては、稼働率や収支の予測を十分に行った上で進めるとともに、

リース等を含めた最適な導入形態を検討します。

さらに、少子高齢化や人口減少社会の中で、施設規模の適正化も検討していきま

す。

（２）デジタル化への対応

診療の効率化、医療従事者の負担軽減につながるＩＣＴやＡＩ等の活用について

調査・検討を行います。

遠隔読影の導入を検討し、限りある医療資源の有効活用と効率的な診療体制の構

築を図ります。

下呂市と連携し、地域課題である「医師不足が深刻化する中での効果的な医療提

供」の改善に向けて、医療ＤＸを進めます。

また、マイナンバーカードの健康保険証利用によるオンライン資格確認を令和３

年１０月から実施しており、利用拡大に向けて院内掲示等により引き続き周知を図

っていきます。

（３）情報セキュリティ等への対応

昨今、医療機関がサイバー攻撃の標的となる事例が頻発しています。攻撃を受け

た場合には、病院内のシステムが停止し、診療を停止せざるを得ない状況に陥る等、

大きな影響を受けることが想定されます。当院においては、令和５年３月に厚生労

働省が策定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿った「情

報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ運用管理指針」を策定しました。

院内ネットワークに接続された端末・ユーザを一元管理するシステムを導入し、

各端末の状態を定期的に確認して異常発生時に速やかに対応できる環境を整備す

るとともに、自己点検及び院内研修の実施等により、職員の情報セキュリティ意識

の向上を図ります。
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また、被災時等においても診療情報が失われることがないよう、当院の他に外部

等にバックアップし、被災時に活用可能なシステムの維持に努めます。

６ 経営の効率化等

（１）経営指標に係る数値目標

飛騨医療圏南部において医療提供体制を確保し、良質な医療を継続的に提供する

ためには、経営の健全化は避けては通れません。経営の健全化を図るために、プラ

ン最終の令和９年度における数値目標を、次のとおり設定しました。

①収支改善に係るもの

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

経常収支比率（％） 94.7 94.6

医業収支比率（％） 97.4 96.4

修正医業収支比率（％） 64.0 80.9

②収支確保に係るもの

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

初診患者数（人） 8,619 8,700

新入院患者数（人） 1,843 1,900

一日当たり入院患者数（人） 113.9 129.7

一日当たり外来患者数（人） 257.1 292.1

入院診療単価（全体）（円） 41,635 45,549

入院診療単価（療養病床）（円） － 21,825

外来診療単価（円） 13,541 15,408

病床利用率（全体）（％） 55.3 63.0

病床利用率（療養病床）（％） － 75.0

平均在院日数（日） 15.1 15.0

③経費削減に係るもの

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

給与費比率（％） 103.3 80.0

材料費比率（％） 14.4 14.3

経費比率（％） 29.9 25.1

後発医薬品の使用割合

（使用数量ベース）（％）
42.4 65.0

④経営の安定性に係るもの（非常勤職員を含む）

項目 R4（実績） R9（目標） 備考

医師数（人） 27 27
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看護師数（人） 240 240

医療技術員数（人） 75 75

（２）経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標

経営強化プランの期間中の経常収支比率改善等に向けて、別紙「経営強化プラン

期間中の収支見込」のとおり計画し、減価償却前収支の黒字化を目指します。

（３）目標達成に向けた具体的な取組み

① 診療体制等の充実等

ア 急性期から回復期にかけて一貫した多職種連携による最適なリハビリテ

ーション医療の提供及び在宅復帰支援、多職種連携によるケア会議の充実、

地域包括支援センターや地域の介護・福祉施設への患者情報の提供体制の確

立、リウマチ患者に対する生活指導、相談等を行う教育入院の実施、令和５

年度から開始した心臓リハビリテーションの充実、認知症患者への多職種に

よるチームアプローチの確立、退院後の生活を見据えた住環境整備等の退院

前訪問指導の強化、退院後の生活状況の確認や指導の実施など多角的なリハ

ビリテーションを推進します。

イ 診療科の変更や医師・看護師等の配置の弾力的運用に努め、高度な専門性

を有する職員の外部登用における柔軟な人事給与制度の構築を図るとともに、

人材不足に対応するために、定年職員等に対する再雇用制度を活用します。

また、十分な常勤医師が確保できない診療科については、派遣医等の協力

を仰ぐなど、引き続き他医療機関との協力体制の構築を図ります。

ウ 地域の介護・福祉機関との連携を強化し、入退院時カンファレンスの取組

みの強化等により、医療・保健から介護・福祉へと切れ目のないサービスを

提供するとともに、終末期医療体制の充実と介護老人保健施設等との連携に

よる看取りの推進を図るとともに、認定看護師などを活用した在宅療養支援

の充実を図ります。

エ 診療時間の弾力化など各種対策により待ち時間の短縮に取り組み、定期的

なラウンドにより患者の状態把握・異常時の早期対応に努めます。

患者満足度調査を毎年度実施し、課題等については対策を検討するととも

に、接遇研修会の開催や eラーニングの受講を通じて職員の接遇意識の向上

を図り、患者及びその家族に対するサービスを向上（患者満足度の向上）さ

せます。

オ インシデント・アクシデントに関する情報収集及び的確な原因分析に基づ

く改善策を立案し、必要な情報を関連部署に迅速に提供するとともに、改善

策の遵守状況の確認や、対策実施後の評価等を定期的に討議して医療事故の

再発防止を図ります。
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全職員が患者の安全を最優先して万全な対応が行えるように、医療の専門

的知識や安全確保に必要な技術、責務と倫理、コミュニケーション能力の向

上など、安全管理に関する研修を行います。

カ 人事評価システムにより職員の業績等を公正に評価し、職員の意欲が引き

出される公平かつ客観的な人事制度の構築及び運用に努めるとともに、病院

事務に精通した職員を計画的に確保しつつ、診療報酬事務などの専門研修に

積極的に出席させるなど、事務部門の専門性の向上に努めます。

キ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、管理栄養士、保健師等の医療技術者について、専門性の向上に向け

た研修等への参加による技術向上や資格取得できる体制を確保します。

特に、理学療法士等のリハビリセンター職員については、疾患別に認定療法

士の養成を推進し、セラピストの知識・技術の向上を図ります。

② 収入の確保

ア 効果的な病床管理及び医療機器の効率的な活用

病床利用率については、常勤医師や看護師の確保により入院患者数の増加を

目指すとともに、病棟ごとの稼働率を常に把握し、病院全体として効果的で効

率的な病床管理を徹底することで、病床利用率の向上を目指します。

イ 人間ドック等の積極的な受入れ

健康診断の最も基本的なコースである人間ドックの積極的な受入れや下呂

市健診・検診及び生活習慣病予防検診の拡大により、引き続き収入の確保に努

めます。

ウ 未収金の発生防止対策等

公的制度を可能な限り利用し、患者窓口負担の軽減を図るといった未収金の

発生防止策を進めるほか、発生した未収金に対しては、分納制度等の支払いや

すい方法を提示して、未収金の回収に努めます。

医療費のコンビニ収納やクレジットカード支払いに対応するなど、患者の利

便性の向上など未収金の発生を抑制する方策を検討します。

使用料・手数料についても、県内の公立病院及び民間病院の状況を把握する

ことで、適正な使用料・手数料を算定します。

エ 医療資源を最大限活用した施設基準等の適正管理

非常勤医師の常勤化など施設基準の人員配置要件を満たすことにより新た

な施設基準の取得を目指すとともに、診療報酬の内容を点検・分析することで

診療報酬請求事務の精度向上を目指し、請求漏れや返戻等の減少により増収を

図ります。
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オ 国の医療制度改革や診療報酬改定等の迅速な対応

国の医療制度改革に柔軟に対応するとともに、診療報酬改定情報を早期に収

集し、迅速な届出を行い、診療収入の確保に努めます。

③ 費用の削減

ア 医薬品・診療材料等の購入方法の見直し及び適正な在庫管理の徹底

医薬品・診療材料及び消耗品については、物流管理システムによる在庫管理

を徹底します。加えて、新規品目採用時には、原則として類似品目を廃止する

ことで、費用の節減を図ります。

医薬品・診療材料の採用については、各部署・事務局が一体となって採用品

目を協議検討し、効率が悪く費用対効果の少ない品目については、積極的に各

委員会にて採用変更を諮り、費用の削減を図ります。

イ 後発医薬品の使用促進

有効性・安全性及び医薬品の使用数量・使用金額・使用状況を考慮し、後発

医薬品へ変更するなど、後発医薬品の使用を促進します。

ウ 人件費の適正化

「生活の場の医療」の提供、政策的な医療提供体制の維持・推進、患者及び

住民サービスの向上等に十分配慮した上で、職員の適正配置や時間外勤務の縮

減等の取組みにより、人件費の適正化に努めます。

エ アウトソーシングの導入等による合理化の推進

定型的な業務についてはその内容等を検証し、必要に応じてアウトソーシン

グを導入するなど、各種事務の合理化を進めます。

オ 調達の効率化及び適正な契約事務の実施

複数年契約などの多様な契約手法の導入により、契約事務の合理化を図りま

す。また、より有利な契約交渉を実践していくために、地域に隣接する他病院

との共同購入体制の可否等を検討・協議します。

さらに、既に締結した保守契約については、委託内容や方法を見直し、病院

全体として支出を抑えていくよう精査を行います。

④ その他

ア 経営改善に向けた具体的取組みに対する全職員の参画意識の醸成等

常にコストを意識し、経費、試薬及び消耗品の節約に努めるとともに、経営

情報を職員間で共有することで、職員全員の経営意識を向上させ、一層の費用

削減に繋げます。

また、自覚と責任を持った業務遂行、自発的な行動の促進など当事者意識の

醸成を図るとともに、風通しの良い職場環境の構築を図ります。

特に、事務部門においては、医療環境の変化に対応しながら、より的確な経
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営判断のもと病院運営を行うことができるように、経営感覚に優れた人材や病

院事業に精通した人材の登用・育成を進めます。

（４）経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等

当院は、へき地中核病院として県負担金を受け入れつつ病院運営を実施していま

すが、新型コロナ感染症等の影響に伴う受診控え等により、入院・外来収益の落ち

込みは、ここ数年特に著しいものでした。

その間、公立病院として新型コロナ病床を確保し、新型コロナ関連補助金を受け

入れつつ運転資金等を確保しておりましたが、令和５年度から新型コロナウイルス

感染症が五類に変更されたため、補助金収益も見込めず運転資金の大幅な減少が予

想されます。

そのため、経営改善の第一段階として、圏域内の医療機関や近隣の民間病院・介

護施設等との連携強化を図りながら患者数等をコロナ前の水準まで回復させるこ

とを目標としつつ経費節減等を図り、運転資金の安定確保のため減価償却前収支の

黒字化を目指します。

その後、減価償却前収支が数年間黒字の維持が可能となり、増収につなげられる

人材の確保や設備投資等が可能となった後、経常黒字化を目指します。

併せて、救急医療やへき地医療など診療報酬制度で得られる収益では採算が取れ

ない医療についても、設立団体から適正な基準に基づいた支援がなされるよう引き

続き強く求めてまいります。
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７ 都道府県立病院としての役割

県立病院又はへき地中核病院として、無医地区への医療人材派遣等を可能な限り実

施しておりますが、現状では当院においても人材の確保は困難で、医療資源が充実し

ているとはいえません。

県からの適切かつ効果的な助言等を受けつつ、近隣病院との役割分担を明確化し、

大学病院をはじめとした他病院からの派遣等の協力を引き続き仰ぎながら当地域で

の人材の定着化を図り、他医療機関への人材派遣を積極的に行えるような体制づくり

を目指します。

８ その他

（１）点検・評価・公表

点検評価の実施に当たっては、ガイドラインに則り、岐阜県地方独立行政法人評価

委員会で意見を聴取するとともに、当院の現状について県民が理解・評価しやすいよ

う、ホームページ等において公開します。

（２）経営強化プランの改定

点検・評価の結果、経営強化プランに掲げた数値目標の達成が著しく困難である場

合や、第８期岐阜県保健医療計画及び岐阜県地域医療構想の改訂等により齟齬が生じ

た場合等には、抜本的な見直しを含め経営強化プランの改訂を速やかに行います。



地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 経営強化プラン

令和６年３月

事務局経営企画課

電話：０５７６－２３－２２２２

FAX：０５７６－２３－２２２３

E-mail：info＠gero-hp.jp
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